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尾西商工会第61回通常総代会開催
　令和7年5月22日（木）に尾西商工会館において「第61回通常総代会」を開催。
令和6年度事業報告書・収支決算書及び令和7年度事業計画書・収支予算書等が審議
され、原案どおり可決承認されました。

会員の皆様に寄り添い　共に前進する　尾西商工会 NO .95

・令和７年度重点事業・・・・・・・・・・・・・・・2
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第2回定例理事会

尾西商工会　令和7年度の重点事業

労務問題解決に向けた相談・支援
地域内の事業者が直面する従業員の賃上げや社会保険の加入をはじめとする様々な労務問題に対応するため、各事
業者のニーズを的確に把握するとともに、専門家と連携しながら個別相談会などを開催し、課題の解決に向けた支
援を行います。

デジタル社会に対応するための相談・支援
デジタル社会への移行が加速する中、対応が遅れている中小・小規模事業者の課題を解決するため、パソコン操作
スキルの向上や知識習得に向けた講座や個別相談会などを開催し、デジタル化推進に向けた支援を行います。

会員増強・組織率向上に向けた取組みの促進
窓口・巡回による経営支援を推進し、会員満足度の向上を図るとともに、商工会事業活動の積極的なPRと組織一
丸となった会員増強活動を推進し、商工会組織の基盤強化を図ります。

役員等功労者感謝状被贈呈者

起支部　　総　　代　加　藤　勝　彦

三条支部　総　　代　吉　川　　　正
　　　　　総　　代　和　氣　憲　一
　

大徳支部　総　　代　内　藤　　　均
　　　　　総　　代　浅　野　弘　一

朝日支部　総　　代　浅　野　宗　彦

開明支部　振興委員　水　野　慶　子
　　　　　総　　代　安　福　竹　久

第28回優良従業員表彰受彰者

愛知県知事賞　　渡　邊　　　昇
　　　　　　　　河　村　泰　弘

尾西商工会長賞　今　枝　誠　一
　　　　　　　　野々垣　晋　作
　　　　　　　　河　野　芳　輝
　　　　　　　　韓　　　迎　沢
　　　　　　　　森　　　永　吉
　　　　　　　　古　野　智　子
　　　　　　　　小　林　有希子

第1回定例理事会

開催日　令和7年4月7日（月）
決議事項
　1．尾西商工会「定款」の一部改正(案)について

　2．第28回優良従業員表彰について
　
　3．第21回笑顔の接客店表彰について

以下第4号議案～第6号議案

第21回笑顔の接客店表彰受彰者

起支部　　　　オートボディーショップSHINZO

小信中島支部　株式会社いのこ

三条支部　　　Selectshop Colette

大徳支部　　　ヘアーライフYAMABA

朝日支部　　　正月

開明支部　　　セブンイレブン一宮開明店

開催日　令和7年5月7日（水）
決議事項
　1．令和7年度尾西商工会通常総代会提出議案について

　2．役員等功労者感謝状被贈呈者について
　
　3．脱退者の承認について

以下第4号議案～第5号議案

　（敬称略）　（敬称略） 　（敬称略）

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c198f4c98da29351f31f20735efeacc4e5a2407b5e39ff00f3ff150ba1ee5455JmltdHM9MTc0NTM2NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=199d20e4-e43b-6134-2938-3431e547609e&psq=%e5%8f%97%e8%b3%9e%e8%80%85+%e6%95%ac%e8%aa%9e&u=a1aHR0cHM6Ly9vc2hpZXRlLmdvby5uZS5qcC9xYS82MDE5ODMwLmh0bWw&ntb=1


対象者
従業員20人（宿泊業と娯楽業を除く商業・サ
ービス業は5名）以下の法人・個人事業主

貸付限度額 2,000万円

貸付利率 年利　1.70％
　　※令和7年5月10日現在

ご返済期間
（うち据置期間）

10年以内（2年以内）

担保・保証人 担保不要、保証人不要

HP：https://akeya-ichinomiya.com/

 

時を選ばぬ良い物を

愛知県一宮市小信中島字東鵯平１０番地

営業時間・午前９時から午後５時

休・毎週木曜日と第３水曜日

TEL・FAX：０５８６－６２－５１４１　

説明会参加は

申込フォームへ

マル経融資
融資相談会

〇会　　場　尾西商工会館
〇相談対応　日本政策金融公庫一宮支店職員

※個別に日程調整を行いますので、事前に商工
会までご相談ください。
※ご相談の際には、確定申告書・決算書（直近
2期分）等をご持参ください。

中小企業退職金共済オンライン説明会

令和7年6月11日（水）　14：00～15：00
令和7年6月23日（月）　14：00～15：00

令和7年7月10日（木）　14：00～15：00
令和7年7月23日（水）　14：00～15：00

令和7年8月55日（火）　14：00～15：00
令和7年8月21日（木）　14：00～15：00

行政書士無料相談会
暮らしや事業の中でいろいろな悩み・トラブル・詳しい言葉や面倒な手続きが分からない

そんな時こそ、行政書士が頼りになります！

お気軽にご相談ください‼（要予約・相談無料）

〇日　時　随時開催（月～金の午後1時～4時）
〇会　場　尾西商工会館　2階会議室
〇申込先　尾西商工会　（0586）62-9111

行政書士法における業務範囲でのご相談をお引き受けいたします

〇相続（遺産分割協議書）・遺言　〇各種契約書・合意書　〇不動産関係　etc.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県行政書士会　一宮支部



くるみん以上
ｏｒ

えるぼし二段階目以上

⇒税額控除率を
＋１.５％

＋２.５％

賃上げに取り組む経営者の皆様へ

賃上げ促進税制を強化のお知らせ
 全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45％が税額控除　されます※１

※３

・適用対象：青色申告書を提出する中小企業者等（資本金１億円以下の法人、農業協同組合等）
　　　　　　又は従業員数1,000人以下の個人事業主

※１ 税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除
上限額は法人税等の20％

※２ 教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05％以上である
場合に限り、適用可能。

※３ プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定及びプラチナえるぼし認定については、適用事業年度終了の日において認定
を取得している場合、くるみん認定、くるみんプラス認定及びえるぼし認定（二段階目～三段階目）については、適用事業年度中に認
定を取得した場合が対象。ただし、くるみん認定及びくるみんプラス認定については、令和４年４月１日以降の基準を満たしたくるみ
ん認定を取得した場合に限り、適用可能。（詳細については、今後HP（右下QRコード）に掲載予定。）

詳しくはこちらから※４ 未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額が発生した年度の申告で、「給与等の支給額が増加した場
合の法人税額の特別控除に関する明細書」の提出が必要。また、繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の
給与等支給額が前年度より増加している場合に限り、適用可能。

＜適用期間：令和６年４月１日から令和９年３月31日までの間に開始する各事業年度＞

 （個人事業主は、令和７年から令和９年までの各年が対象）

上乗せ要件① 

教育訓練費※２ 
上乗せ要件②（新設）

必須要件（賃上げ要件） 子育てとの両立・女性活躍支援

・中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の５年間の繰越しが可能※４（新設）
・中小企業は、要件を満たせば、大・中堅企業向けの制度を活用することが可能

前年度比＋５％

１０%上乗せ
⇒ 税額控除率を

※1
（前年度比）

全雇用者の
給与等支給額

税額控除率

１５％

３０％
５%上乗せ

ホームページアドレス　https://www.bi-shin.co.jp/

理事長　　高　間　正　道

※「中小企業向け」を抜粋



申請期間（第2期） 賃金引き上げ期間 事業完了期間

令和7年6月14日～

申請事業場に適用される地

域別最低賃金改定日の前日

令和7年7月1日～

申請事業場に適用される地域別最

低賃金改定日の前日

令和8年1月31日

要申請期間と

賃金引き上げ

の期間

・中小事業・小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有する企業（みなし

大企業）でないこと）

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

⇒以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等

の計画を立て、（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請します。

業務改善助成金

とは？

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き

上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった

費用の一部を助成する制度です。

対象事業者・

申請の単位

業務改善助成金のご案内

事業場内最低賃金

の引き上げ計画

事設備投資等の計画
機械設備導入、コンサルティン

グ、人材育成・教育訓練など

業務改善助成金を支給

（最大600万円）

雇用保険料率のご案内

令和7（2025）年4月1日から令和8（2026）年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

業務改善助成金

負担者

事業の種類

一般の事業

農林水産・※
清酒製造の事業

建設の事業

5.5/1,000

6.5/1,000

6.5/1,000

9/1,000

10/1,000

11/1,000

5.5/1,000

6.5/1,000

6.5/1,000

3.5/1,000

3.5/1,000

4.5/1,000

14.5/1,000

16.5/1,000

17.5/1,000

（失業等給付・育児休業給付

の保険料率のみ）

①

 労働者負担
② 

事業主負担 失業等給付・

育児休業給付の保険料率

雇用保険二事業

の保険料率

①＋②

雇用保険料率

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の

率が適用されます。

計画の承認

と実施



女性部だより

　令和７年４月２３日「第４７回尾西商工会女性部総会」を
開催しました。今年度も知識向上や健康増進、地域の福祉活
動などを基本方針とし、講習会等の開催や、昨年に引続き全
国商工会女性部連合会のおもてなし交流事業などの活動を実
施します。
　総会に続き、子供から大人まで幅
広くダンス指導をされている 伊藤奈
利子氏 をお招きし、音楽に合わせて
普段使わない筋肉や関節を動かし
て、無理なく楽しいダンスレッスン
を受講しました。ちょうどいい運動
と栄養、睡眠から、幸せホルモン
「せ「セロトニン」が活性化し、心も体も元気になります。参加
した部員から、「いい汗をかいてスッキリした！」などの感想
が寄せられました。
 　女性部では一緒に活動していただける方を募集しておりま
す。将来を担う女性経営者・社長夫人・従業員の皆様からの
ご連絡をお待ちしております。

部員募集中‼

詳しくは検索

 

 

 

　今年も「女性部おすすめギフト」を募
集します。秋に開催する「びさいまつ
り」のショッピングラリ―２等当選者の
方に、「女性部おすすめギフト」の中か
ら賞品を選んで頂きます。ギフト商品
は、ホームページやびさいまつり会場内
で掲示するなど、商品を紹介する機会と
なります。詳細申込書を同封しています
ので、ご覧頂きお申し込みください。

　青年部では、今年
度も尾西地区が次世
代まで住みよい地域
であって欲しいとの
思いから、環境意識
を高めていくことを
目標にリサイクル活
動であるペットボト
ルキャップ回収運動
を実施します。

　一人ひとりの小さな行動も、集まれば
大きな活動につながります。みなさんの
ご協力をよろしくお願いいたします。

おすすめギフト募集中！

青年部だより

　第48回青年部総会において、青年部長に大西好伸さんが就
任されました。本年度もイベントへの参加等、様々な事業を
通じて自社の発展・地域の発展につなげていきます。

せんので同世代の仲間を作り、一緒に楽しく活動しましょ
う！詳しくは商工会までご一報ください。

　貴重な異業種・同業種
交流の場です。45歳以下
の個人事業主・中小企業
の経営者またはその後継
者の皆さん、男女問いま

 

ペットボトルキャップ回収運動

🔍

 

 

 

 〒494-0003　愛知県一宮市三条字中34番地４
TEL：0586-61-1181　FAX：0586-61-2105

「技術」と「信頼」で人を創り街を造る

吉田組一宮市 詳しくは検索

お任せいただけます。

土木構造物の施工

建築の設計・工事監理及び施工

株式会社 吉田組

営業種目

1.総合建設業

4.前記各号に附帯関連する一切の業務 

吉田組は、小回りのきく、総合建設会社です。

各種公共事業も多数手がけておりますので、安心して

2.

3.



　愛知県が進める職場内家庭教育推進事業へ賛同していただける企業（事業所、団

体等）は、賛同書をあいちの学び推進課ＨＰよりダウンロードしていただき、ＦＡ

Ｘ又は電子メールにて送付してください。

※「あいちっこ家庭教育応援企業」は、愛知県が発注する公共工事等で審査を受け

る場合に加点の対象となります。

あなたの企業も子育て応援！

「あいちっこ家庭教育応援企業」募集中

家庭教育を支援するための職場環境づくりに取り組み、愛知県教育委員会と協力し

て家庭教育の一層の推進を図ろうとする企業・事業所を募集しています。

教育は　未来へつなぐ　希望の輪

お申込み・お問い合わせは、　愛知県教育委員会　あいちの学び推進課へ
直通電話　052-954-6780
ＦＡＸ　　052-954-6962

メール　aichi-manabi@pref.aichi.lg.jp

家庭教育を応援する取り組み

1. 子供の体験活動を支援しよう

2. 子育てを支えよう

3. 地域クラブ活動に参加しよう

4. 家庭教育の大切さを学ぼう

家具の「オーダー・修理」をお考えの方は、

「ヤマダ家具」にご相談ください。
見積もり無料
まずは、お気軽にお電話ください。

応援企業募集HP



[日　時]8月9日（土）18:00～20：30
 　　　 ※雨天時翌10日（日）へ順延

[場　所]尾西グリーンプラザ西　尾西河川敷グラウンド
  　　　冨田山公園駐車場（旧尾西市民プール駐車場）

[協賛金]5,000円以上
    　詳しくは「一宮市びさい夏まつり協賛金募集」をご参照ください

NEWS LETTER

イベント案内
一宮市びさい夏まつり開催のご案内とご協賛のお願い

びさいまつり開催のご案内

[日　時]10月25日（土）・26日（日）9:30～16：00

[場　所]一宮市尾西市民会館周辺


